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【足立区地域自立支援協議会本会議】会議概要 

会 議 名 令和５年度足立区地域自立支援協議会第３回本会議 

事 務 局 
福祉部障がい福祉センター、障がい福祉課 

衛生部中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和６年２月２７日（火） 

開 催 時 間 午後２時００分～午後４時００分 

開 催 場 所 障がい福祉センター５階ホール 

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 別紙のとおり 

会 議 次 第 
１ 開会 

開会・事務連絡・所長挨拶 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

（２）今期の活動報告書案について 

ア 専門部会活動報告書（案）について 

（ア）くらし部会 

（イ）はたらく部会 

（ウ）こども部会 

（エ）相談支援部会 

（オ）権利擁護部会 

（カ）精神医療部会 

イ 今期の活動報告書（案）について 

（３）障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画につ 

いて 

（４）足立区障がい者ケアマネジメント評価会議の報告について 

ア 日中サービス支援型共同生活援助事業の報告・評価 

イ 足立区における相談支援のモニタリング結果の検証 

 

３ 事務連絡 

（１）会議録及び活動報告書について 

（２）来期に向けて・委員改選等 

 

資料 １ 次第・席次 

２ 足立区地域自立支援協議会令和４年度～令和５年度活動報告書（案）

【資料１】 

３ 障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 

【資料２－①】 

４ 「足立区障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉

計画【素案】」に対するパブリックコメント等の実施状況および意見
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に対する区の考え方【資料２－②】 

５ 「足立区障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉

計画【素案】」に対する協議会からの意見の聴取について【資料２－

③】 

６ 令和５年度日中サービス支援型共同生活援助（グループホーム）事業

実施状況等報告書（抜粋）及び評価シート案（自立支援協議会報告用）

【資料３】 

７ 相談支援専門員の資質向上と体制強化：取り組みの全体像と展望 

【資料４－①】 

８ 足立区における相談支援のモニタリング結果の検証について 

【資料４－②】 

９ こころの健康フェスティバル【周知資料】 

１０ 障害者差別に関する相談窓口の試行事業 

「つなぐ窓口」がスタート【周知資料】 

 

その他 
公開状況：公開 

傍聴：０人 
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（協議経過） 

１ 開会 

（１）事務連絡・配布資料確認・所長挨拶 

〇袋谷事務局員 

皆様、こんにちは。お時間になりましたので、

足立区地域自立支援協議会第３回本会議を開

催します。本日はお忙しい中、協議会にご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。

本日、進行を務めさせていただきます、障がい

福祉センターの袋谷と申します。 

協議に先立ちまして、何点かご案内を申し上

げます。まず初めに、資料の確認をさせていた

だきます。 

１つ目は、本日の次第です。こちらは、裏面

に席次が印刷されていますので、併せてご確認

ください。続いて、資料１「足立区地域自立支

援協議会令和４年度～令和５年度活動報告書

（案）」、資料２－①「足立区障がい者計画あ

だちノーマライゼーション推進プランⅣ（令和

６年度から１１年度まで）第７期障がい福祉計

画・第３期障がい児福祉計画（令和６年度から

８年度まで)」と書かれている冊子、こちらは

付番されておりません。資料２－②「足立区障

がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障

がい児福祉計画【素案】」に対するパブリック

コメント等の実施状況および意見に対する区

の考え方、資料２－③「足立区障がい者計画・

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計

画【素案】に対する協議会からの意見の聴取に

ついて」、資料３「令和５年度日中サービス支

援型共同生活援助（グループホーム）事業実施

状況等報告書（抜粋）及び評価シート（自立支

援協議会報告用）【案】」、資料４－①「相談

支援専門員の資質向上と体制強化：取り組みの

全体像と展望」、資料４－②「令和５年度第３

回足立区障がい者ケアマネジメント評価会議

令和６年１月３１日（足立区における相談支援

のモニタリング結果の検証について）」、そし

てリーフレットが２枚あり、１枚目は「こころ

の健康フェスティバル」と書かれたもの、２枚

目は「つなぐ窓口がスタート」と書かれている

ものです。 

この自立支援協議会は、会議の内容、ご発言

の内容及び発言者名などについて、後日会議録

を作成し、公開します。その会議録を作成する

ため、本日録音をさせていただきます。 

また、本日の会議は公開とし、傍聴席を設け

ていますので、あらかじめご了承ください。 

事務連絡は以上となります。 

それでは令和５年度第３回足立区地域自立

支援協議会を開会します。 

はじめに、当センター所長山本よりご挨拶申

し上げます。 

 

〇山本障がい福祉センター所長 

皆さま、こんにちは。日頃から大変お世話に

なっています。障がい福祉センター所長山本で

ございます。本日は、非常に強い風の中ですが、

足立区地域自立支援協議会第３回本会議に出

席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。まずは、元日におきました能登半島の大震

災に関して、重ねてお悔やみとお見舞いを申し

上げます。 

さて、自立支援協議会においては、障がいの

ある方やご家族、関係者の方々が地域で安全・

安心に生活や活動ができる支援、権利促進等に

ついて幅広いトピックにわたり協議していた

だきました。 

本日は今期２年間における活動の総まとめ

となります。また、区の障がい者計画等の案も

報告します。是非活発な協議をよろしくお願い

します。 

そして、２年間の最後の開催となりますの

で、小澤会長をはじめ、部会長、委員の皆様の

これまでのご尽力に心から感謝を申し上げま

す。 

様式第２号（第３条関係） 
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後ほど説明します、４月の区の組織再編によ

り、この協議会の事務局も変更となりますが、

来年度以降も引き続き様々な分野の皆様によ

る視点や専門知識を結集して、地域課題の解決

につなげていきたいと存じますので、ご協力を

よろしくお願いします。 

それでは、本日もどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

〇袋谷事務局員 

続きまして、本日ご出席の委員のご紹介です

が、協議時間の確保のため、割愛させていただ

きます。席次をご参照ください。 

なお、本日、名久井委員、小久保委員、中郡

委員、松井委員と、区の委員では、橋本（太）

委員、日吉委員、水口委員、秦委員が欠席され

ています。また、辰田委員が少し遅れてこられ

るとの連絡をいただいています。 

それでは、次第「２」の議事に移ります。こ

の足立区地域自立支援協議会は、設置要綱第３

条第２項の規定に基づき、筑波大学の小澤温先

生に会長を努めていただいており、この後の議

事は、会長に進めていただきます。それでは、

小澤会長よろしくお願いします。 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

〇小澤会長 

年度末で皆さまお忙しい中、また、本日は風

も強く、交通事情も大変な中ですが、お集まり

いただきありがとうございます。是非、活発な

議論をしていただけたら大変ありがたいと思

います。 

皆さんのお手元の次第に沿って進行させて

いただきたいと思います。議事の２、今期の活

動報告案についてです。それぞれの部会から部

会報告ということで、特に重要な点を中心に報

告していただければと思います。 

まずは、くらし部会の酒井部会長、よろしく

お願いします。 

 

（２）今期の活動報告書案について 

ア専門部会活動報告書（案）について 

・くらし部会 

〇酒井くらし部会長 

１８ページからくらし部会の資料です。令和

４年度、令和５年度と引き続き、新型コロナウ

イルス感染症に関わる今後の対応策について

協議しました。 

令和４年度については、昨年度報告をしてい

ますので、割愛します。１９ページの令和５年

度くらし部会報告書をご覧ください。今年度は

大きく３つのテーマについて協議しました。 

１点目は「新型コロナウイルス感染症の５類

移行後の現状把握、対策等の共有・検討」、２

点目は「区内障がい福祉サービスに関連する情

報等の提供」です。そして、３点目は「高齢化

の課題」で、障がいのある方や、ご家族、介助

者、事業者の職員の高齢化の課題等を話し合い

ました。 

次の別紙１に、新型コロナウイルス感染症に

ついて２年にわたり協議したものをまとめて

います。「１ 感染症のまん延による障がい者、

家族等の生活の変化への対応」、「２ 障がい

福祉サービスにおける感染症拡大防止対策」を

どのようにやっていくか、各事業所の対策等を

協議しました。 

また、「３ 感染症陽性者等発生時の対応」

について、当時、集団感染等も多数発生してお

りましたので、各事業所がどのように対応して

きたかを協議しました。 

「４ 衛生物品等感染対策必需品の確保」に

ついては、当初はマスクだけではなく、消毒液

等が不足した時期もありました。 

「５ 新型コロナウイルス感染症の５類移

行後に顕在化した課題」をそれぞれ各事業所が

どのように対応しているか共有しました。 
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「６ 障がい福祉と医療機関との連携構築

に向けて」では、新型コロナウイルスだけでは

なく、医療的ケアや入所の方も含めて医療機関

との連携を今後どのように構築していくか、足

立区の仕組みも含めて協議、情報共有をしてま

いりました。以上が新型コロナウイルス感染症

の内容での課題共有になります。 

次のページ、別紙２をご覧ください。３点目

の重点課題である、障がいのある方の家族、介

助者等の高齢化の課題をテーマに協議してま

いりました。こちらに関しては、障がいのある

方だけではなく、ご家族の方や施設の職員も年

数が長い方は高齢になっていて、介助が体力的

に厳しいという課題があります。そのような各

事業所の現状を踏まえて話し合っています。 

「１ 利用者の高齢化を見据えどのような

課題があるか。高齢の利用者支援のためにどの

ような知識・技術・情報の取得が必要か」につ

いては、項目ごとに各事業所での対応策を考え

ました。特に、「１－４施設の整備やハード面

の課題」の対応策は、各事業所間のばらつきが

あり、今後の情報共有も必要だと思います。 

「１－５制度・サービス体系・施設運営の課

題」では、現状、障がい福祉サービスと介護保

険で、６５歳の切り替えのタイミングに、スム

ーズに移行できているケース、また課題のある

ケース等について共有しました。 

「２ 高齢の家族への対応として、どのよう

な取り組みが必要か」については、生活介護や

通所施設を利用されている方は、ご家族による

準備や支援があって、通所ができているという

ケースがほとんどですので、ご家族の体調が悪

くなると、通所ができなくなるとの課題もあり

ます。利用者ご本人だけではなく、ご家族の状

況も考えないといけないということを議論し

ました。対応案では、好事例を報告していただ

きました。親御さんご自身の今後の計画を立て

る「じぶんノート」の取り組みをすすめている

施設もありました。また、家族・親への対応に

ついては、ご家族の方が認知症になったケース

について地域包括支援センターと連携し対応

してきた事例の報告がありました。 

「３ 福祉・介護職員の高齢化、生産年齢人

口の減少を踏まえ、持続可能な人材面の課題の

解消をどのようにしていくか」について、昨今、

福祉業界自体が人材難で、２０年、３０年と働

いている方は体力的に厳しいというような状

況があります。介護ロボットや、業務効率化な

どのＩＣＴ技術を活用している施設がありま

したので、共有していただき、各施設の対応策

を協議しました。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。冒頭に、進め方の

説明を忘れておりましたが、それぞれの部会の

報告が終わった後に、一括して質疑、審議の時

間を取りたいと思っています。 

はたらく部会の橋本部会長、よろしくお願い

します。 

 

・はたらく部会 

〇橋本はたらく部会長 

２０、２１ページが令和４年度、令和５年度

のはたらく部会の報告書です。次に別紙として

協議した内容をまとめています。 

令和４年度は、災害時の対応や「アフターコ

ロナ」を見据えた一般就労と福祉的就労の課題

の整理、地域の就労課題を中心に議論を進めて

きました。 

はたらく部会では、雇用主や福祉関係者、労

務、労働、教育、生活、家族等、様々な属性の

委員が、議論を深めています。しかし、時間的

な制約があり、議論を具体的なところにまで落

とし込めない状況があったため、令和５年度

は、重点課題を２つに絞りました。特に障がい

者雇用の実情について、オンライン化が進む
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等、コロナ禍での大きな変化、働き方の多様化

の状況について、それぞれの委員の視点、見方

を共有しました。報告は２１ページに記載して

います。今年度のはたらく部会は、７月、９月、

１２月の全３回、活発な議論をしました。報告

書記載の５つの視点が、ポイントになります。 

まずは、企業側の理解をこれからより進めて

いくこと、働き方の多様化に合わせたその人ら

しく働くことを支えるための支援の手法を考

える必要があります。また、来年度の法改正で

大きく変化することが見込まれますので、それ

に向けての対応、そして、働き続けるための生

活支援や余暇支援、さらには加齢に伴う支援に

ついてが議論の中心になりました。 

法改正では、障がいのある方を雇用する企業

の相談が増えることが予想されます。法定雇用

率の引き上げを目前に、特に中小企業の相談が

圧倒的に増えてきます。その時に企業側の理解

を求めていくためには、コミュニケーションが

一層必要になるということが共通する意見で

した。福祉サービスも大きく変わってきます。

就労選択支援も令和７年度中の施行を控え、そ

の他にも様々な事業、特に企業を支援する事業

が来年度、スタートします。制度変更の複雑な

情報をどうやって共有していくかも議論の中

心テーマとなりました。 

今まで雇用が進まなかったところでも、例え

ばオンライン化等のテクノロジーによる在宅

就労等、雇用が可能となってきています。一方

で、オンライン化により、シュレッダーの仕事

をされていた方の仕事が減り、なくなってしま

う危惧もあります。そのような場合に、私たち

支援者はどういった職務変更ができるのか、

様々な可能性について、企業の方とリアルなコ

ミュニケーションをしながら探っていく必要

があります。企業の理解を深めるための情報発

信には、複雑な情報を共有する「リアルな場づ

くり」が必要で、まずは支援者間が同じスタン

スを持ち「こんな事例があります」と言い合え

る、共有の場があるとよいとの話がありまし

た。 

次年度以降はワーキンググループやセミナ

ーを実施する等、障がい者雇用において現場が

どのようになっているのか、どんな事例がある

のか、新たな取り組みとしてはどんな方法があ

るのか等をより具体的に共有することを目標

として、年３回実施予定とします。 

これから、障がい者を雇用する企業は増えて

いくと予測されますが、目的と手段を取り違え

ないことが一番大切であるということが、議論

の着地点として落とし込まれました。 

現状は、法定雇用率を達成することが目的と

なってしまっている状況もあります。本来は、

法定雇用率の達成は手段であり、障がいのある

方の働き方を社会に広げていくことが目的で

す。しかしながら、企業の動機は、ほぼ雇用率

の達成になってしまっています。それを目的と

したサービスが民間でも広がっており、障がい

者雇用代行ビジネス等、いろいろなサービスで

有料のものも出てきています。 

今期のはたらく部会は、「支援者は本来の職

業リハビリテーションに基づく支援をしてい

く必要がある」ということを改めて共有する場

になったと思います。 

 

〇小澤会長 

 ありがとうございました。 

引き続きまして、こども部会の小谷部会長よ

ろしくお願いします。 

 

・こども部会 

〇小谷こども部会長 

こども部会には、大学、保育園、幼稚園、特

別支援学校、親の会、父母の会、放課後デイサ

ービス、児童発達支援、児童相談所等の足立区

内の１５の機関・団体関係者が参加していま
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す。 

令和５年度は、こども家庭庁が発足したこと

が大きなニュースになり、国の仕組みが変わ

り、障がい児支援と福祉の分野・保育等が一元

化されたことによって、情報が大きく変わって

きています。第１回の部会では、こども家庭庁

開設に伴う、こども施策について私の方から話

をし、皆さんと学び議論をしました。 

第２回では、足立区で障がいのあるこどもた

ちが一生穏やかに過ごすために、こども時代に

何をすべきか、地域でできることは何であるか

ということを課題解決に向けて話し合いまし

た。 

放課後等デイサービス等の制度が１０年前

にできてから、親御さんが働きながら障がい児

を育てるというケースが増えています。しか

し、１８歳を過ぎると通える場所がない等、親

御さんが働けなくなるというケースが多数見

受けられます。働ける時間も１６時まで等、短

くなり、働き方を見直さなくてはいけないとい

うことが起こっています。１８歳までの支援が

充実していても、その後の部分が国全体として

まだ進んでいないため、その辺りをどうしたら

よいのかを話し合いました。 

０歳から１８歳までに関しては、こどもの成

長に応じたつながりとして、「お互い顔の見え

る関係」が、１年間、３回の部会の中でできて

きました。さらに、来年度はそれぞれがどうい

う場所で活動しているのか、現場がどうなのか

を知るため、特別支援学校や大学等、それぞれ

の場所で会議をすることも考えています。 

そして、国連からの、日本の特別支援教育へ

の指摘を受け、今、インクルーシブ教育につい

ての議論が始まっています。そうした議論も注

意深く見ていきたいと思います。また、私たち

足立区だからこそできることは何か、今後いろ

いろな取り組みについて、さらに学びを深めて

いきたいと考えています。 

 

〇小澤会長 

 ありがとうございました。 

引き続きまして、相談支援部会の森部会長、

よろしくお願いします。 

 

・相談支援部会 

〇森相談支援部会長 

相談支援部会はこの２年間で「障がい児・者

が地域で安心・安全な生活を送るために必要

な、相談支援に関する諸課題を検討・整理し相

談支援体制をより充実させるとともにその仕

組みづくり等について検討する」ということを

目的に取り組みました。昨年度から「つながり

をどのように考え、作っていくか」ということ

を中心に議論しました。 

昨年度は、別紙１の資料を作り、こんなに多

くの機関があるということを確認したところ

です。しかし、紙ベースの資料を見ただけでは

不十分で「何をどこまで理解できるのか」「当

事者の方たちにどんな風に発信をしていける

のか」が、昨年度から持ち越された課題です。 

今年度は、「１ 相談支援の視点から足立区

の地域の強みと課題を抽出する」ことについて

中心に取り組み、情報共有、意見交換をしつつ

成果物を作成しました。 

第１回は６月に開催し、相談支援の立場から

見た足立区の地域課題について議論しました。

相談支援部会は、相談支援事業所の代表、民生

委員、障がい分野別の相談員、当事者の方等に

参加いただき、多角的な視点でご意見をいただ

きました。足立区の社会資源を、どんな風にま

とめて提示していくか検討したところ、パソコ

ンで、事業所のマップが一目で見て分かると使

い勝手がよいという話になりました。 

第２回では、実際にどのようにすると見やす

く提示しやすいものができるかを検討するた

め、パソコンやＡＩを活用した検索方法を、実
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際にグループワークの中で体験し、作成してい

きました。報告書に別紙１、別紙２を添付して

いますが、今、映したものが作成した事業所の

マップです。 

 

～プロジェクターを通して操作説明～ 

 

簡単な操作だけで、当事者の皆さんが、自分

の家の近くにある事業所等を目で見てわかる

形にしています。例えばグループホームでは、

知的障がいと精神障がいのグループホームの

数の違いが一目でわかるように仕上げていま

す。 

相談支援では、グループホームや日中活動系

の情報を一番取り扱います。生活介護事業所に

ついて「家の近くにこれだけありますよ、どこ

が一番近いですか」「近いところから見学に行

ってみましょう」と使える、見やすくて分かり

やすいものができたと思っています。 

ですが、これはまだ試行の段階で、どなたに

も見ていただけるという形になっていません。

今後どう実際に現場で持ち歩いて活用してい

くかが、次年度の課題です。 

第３回では、その他の取り組めていない課題

について議論しました。相談支援事業を展開し

ていく中では「発信をしていくこと」と「相談

支援専門員の質の向上」が大きな課題です。令

和２年位から「モニタリング検証」という、一

人事業所を含む相談支援事業所について支援

し育成するという国の考えが出ています。実

際、足立区ではこれをきちんと進めるというと

ころまで到達していないので、この課題に関し

て、次年度以降どのように取り組んでいくかを

議論しました。 

次年度は、相談支援の質の向上に向けて、モ

ニタリング検証をしっかりと取り組む必要が

あると思います。委員の皆さんにはモニタリン

グ検証に少し触れていただきましたが、時間が

かかること、事業所まわりや事例検討をすると

時間がかかってしまうので、時間の確保をどう

いうしていくかが、次年度に向けての課題で

す。 

当初にあげていた重点課題を全て網羅する

ことができず、また、成果物を今後どのように

使っていくかは、次年度の検討事項となりまし

たが、この２年間でしっかりとした形ができた

と考えています。 

 

〇小澤会長 

 ありがとうございました。 

引き続きまして、権利擁護部会の山本部会

長、よろしくお願いします。 

 

・権利擁護部会 

〇山本権利擁護部会長 

２６、２７ページをご覧ください。報告書は

シンプルですが、皆さんにご意見をいただきな

がら、内容の濃い取り組みをしました。 

権利擁護部会は、障害者差別解消支援地域協

議会としての位置付けもあり、地域における障

がい者差別、合理的配慮、権利擁護の事例等に

ついて、障がい者、関係団体、事業者等と情報

を共有し、障がい者の差別の解消及び合理的配

慮、権利擁護の推進について検討するという目

的で運営しています。 

昨年度は、権利擁護の推進について、足立区

の成年後見制度の取り組みや、実際に障がいの

ある方がこの制度を使った時の事例等を用い

て、課題を共有して検討しました。足立区では、

私が所属する権利擁護センターと区の所管の

権利擁護推進係の２つが成年後見制度の中核

機関という形で、制度の推進を行っており、事

例の報告をしました。 

また、障がい者の差別の解消や合理的配慮に

ついては、令和４年度に合理的配慮の事例を協

議し、部会員向けにアンケートを実施して、意
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見を共有しました。令和４年度の取り組みを受

けて、令和５年度の実施内容を検討しました。

令和４年の秋に国連から障害者権利条約につ

いて、日本に向けての勧告が行われましたが、

かなり強い指摘のものでした。日本の成年後見

制度は権利侵害になるのではないかとの内容

もあり、そちらを踏まえて、令和５年度の第１

回は、障害者権利条約を、改めて確認するため

に皆さんと読み込みを行いました。 

第２回は、実際に合理的配慮が行われる場面

はどんなものがあるのか、令和４年度の部会員

向けのアンケートの結果を掘り下げていく形

でとりあげました。手をつなぐ親の会と肢体不

自由児者父母の会の両委員から、それぞれの生

活や活動場面でどんな合理的配慮が見られる

のかをご報告いただき、意見交換をしました。 

第３回は、今年の４月から合理的配慮が一般

の事業者においても義務化されるため、どのよ

うな取り組みができるか意見交換をしました。

内閣府が制作した合理的配慮の対応例の動画

を皆さんと視聴し、どういう場面でどんなこと

が想定されるのか共有しました。 

区の取り組みとして、チラシの作成やイベン

ト開催等もできると思いますが、それらにアク

セスするのは意識の高い方です。日常生活の

様々な場面で皆さんに合理的配慮を浸透させ

ていくには、障がい者に携わる事業所やご家

族、地域の方々が活動されている場面で、草の

根運動のような形で広げていくことが、より効

果的ではないかとのお話もありました。来年

度、どのような具体的な取り組みができるか、

例えば、部会に所属している委員の皆さんがそ

れぞれの活動として、レストラン等に行って合

理的配慮の話をする等の取り組みができるの

か議論をしていく予定です。 

部会以外の動きではありますが、特に知的障

がいの成年後見制度については、令和５年度

中、区内の大きな２つの法人さんの職員の方に

向けて、講義をしました。そこから派生して、

成年後見制度につなぐ必要がある利用者さん

について、法人の職員さんが把握しているかど

うかも打ち合わせました。 

成年後見制度の区の会議でも、それぞれの法

人の職員の方々に制度につながる利用者さん

をあげていただきながらつなげていくという

動きを検討しており、部会では、成年後見制度

の周知を図る取り組みとして報告しています。 

来年度も、障がい特性の理解を深める取り組

みや、権利擁護の推進の部分について引き続き

検討していきたいと思っています。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。障害者差別解消法

関連の部会ということで、ご尽力の程よろしく

お願いします。 

部会報告の最後になります。精神医療部会の

森澤部会長、よろしくお願いします。 

 

・精神医療部会 

〇森澤精神医療部会長 

精神医療部会の資料は２８ページから他の

資料を挟み、２９ページまでです。精神医療部

会の構成は、病院の関係者、保健所、当事者の

方、家族の団体、障がい福祉サービス等の事業

所の職員、社会福祉協議会、また医療関係者の

中には精神の病棟を有さない病院の方も入っ

ていただき、より幅広い地域での審議が行える

ようになっています。 

令和４年度、令和５年度にかけて、精神障が

い者の支援に関する連携及び調整を目的とし

て活動しています。引き続き重点課題である

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築」に向けた協議及び情報共有を重点課

題として取り組んできました。 

その中で重要となっているのは、部会以外の

ワーキンググループです。令和３年度から発足
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させ、区内の地域移行支援の事業所を中心とし

たメンバー構成で実施しています。ワーキング

グループでは、令和３年度の地域アセスメント

により抽出した課題について、令和４年度から

は事例検討を重ね、「にも包括」の７つの項目

に課題を落とし込む形で、整理しました。 

令和４年度は２回、部会を行い、ワーキング

グループで検討を重ねたことを部会で報告し、

情報共有や意見交換を行いました。第２回で

は、次年度は事例検討のほかに地域課題の解決

に向けた具体的な検討を、ワーキンググループ

と部会で行う方向となりました。部会はワーキ

ンググループの報告を受けて、地域課題等につ

いて「にも包括」の構築に向けて、協議をして

いく形です。 

令和５年度からの大きな動きとしては、長期

の入院者への調査を始めました。２９ページの

通り、他の自治体や医療関係者の意見等も伺い

ながら、長期入院者に関するアンケート等を作

成しました。精神障がいの方々が地域で生活で

きるように生活基盤の整備及び支援体制の構

築を図るため、１年以上の長期入院者に対して

退院が難しい要因を医療機関と連携して調査

をしていくということを進めました。 

第１回の部会では、そちらの調査を３段階の

形式で進めていくことを報告しました。第１段

階では、区内の精神科病院に１年以上入院して

いる人数等の調査、第２段階では第１段階の報

告に基づいて、各病院の長期入院患者ごとの個

別の入院状況の調査を行うということです。ま

た、第３段階では第２段階から対象者を抽出

し、個別のヒアリングを実施していくことをワ

ーキンググループで話し合いまして、部会の方

でも報告し、協議を重ねました。 

第２回の部会では、ワーキンググループの活

動報告と長期入院者への調査の進捗状況の報

告を行いました。第１段階までの調査は終了し

ていたため、年度内に第２段階の調査行い、第

３段階のヒアリング調査について、令和６年度

上半期に実施予定とすることを報告し、その取

り組みに関する部会での意見をまとめました。 

次期に向け、長期入院者の調査等において明

らかになった結果、地域課題を踏まえ、引き続

き地域移行等の地域課題の解決に向け協議を

していきたいと思っています。 

ワーキンググループと部会で協力し合い、ワ

ーキンググループがしっかりと具体的な動き

をし、部会は抽出された課題の協議をしていく

という連携を重ねていくことで、重層的で横断

的な「にも包括」の支援ができていくように、

これからも頑張っていきたいと思っています。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。それぞれ６部会か

ら非常に短い時間で重要なポイントに触れて

いただきました。次の今期の活動報告案の報告

後、質疑の時間をとりたいと思います。 

 

イ 今期の活動報告書（案）について 

〇和田事務局員 

 今期の「活動報告書」全般に関して、ご説明

します。 

まず、報告書の表紙をご覧ください。今回は

案として、事務局名を掲載していますが、最終

的には協議会の名前のみを掲載します。本日の

会議後から年度末までに活動報告書の最終版

を小澤会長に確定いただき、自立支援協議会か

ら各関係する部長に提出します。以前の協議会

で「年度末に提出しても、異動があるとみても

らえないのでは」というご意見を頂戴しまし

た。それ以後、活動報告書は年度末に決定し、

現在の所管に報告した上で、新年度には、印刷

したものを配布して、新旧両方に報告が届くよ

うにしています。 

また、冒頭の挨拶で山本所長がお話しした通

り、組織再編があります。この自立支援協議会
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の事務局の本部も、あしすとから新設の障がい

援護課に移管となります。年度末から年度はじ

めにかかり、漏れがないように進めます。 

内容の説明をします。 

１ページの「はじめに」は、本日の会議終了

後、事務局と小澤会長とやりとりしながら、小

澤会長に作成いただきます。 

次に目次をご覧ください。活動報告書は、前

半が全般の中身、後半が、各専門部会の説明で

す。 

３ページをご覧ください。「１ 本会議及び

運営全般について」をまとめました。（１）の

「協議会の役割と運営の確認について」は、今

期は、新体制の３期目にあたり、委員等入れ替

わりましたので、協議の目的や機能、進め方を

改めて確認しました。詳細は４ページの「足立

区地域自立支援協議会 本会議・専門部会の協

議の進行について」をご参照ください。 

（２）の「協議会の評価機能と足立区ケアマ

ネジメント評価会議の位置づけ」については、

今期は、自立支援協議会の評価機能に焦点を当

てた活動が増えました。地域生活支援拠点等や

日中サービス支援型共同生活援助事業所の評

価等、協議会のみでは難しい状況があったた

め、令和５年度からは、足立区障がい者ケアマ

ネジメント評価会議を協議会に準ずる機関と

して位置づけ、そちらで評価を深めていくこと

としました。詳細は５ページの「足立区地域自

立支援協議会の目的・機能 構成図」をご参照

ください。 

（３）の「協議会とネットワークについて」

は、協議会の研修機能の部分です。相談支援専

門員やサービス管理責任者、児童発達支援管理

責任者の研修に協議会への参加や調査が組み

込まれ、そのことで関係者からの協議会への関

心が高まっています。また、東京都自立支援協

議会の交流会に、森部会長や協議会事務局が参

加し、他区との情報交換や連携を深める取り組

みもありました。 

（４）の「障がい者計画等に対する協議会か

らの意見」については、令和５年度第２回の本

会議で、足立区障がい者計画の素案に対し、委

員の皆さまから、ご意見をいただきました。活

動報告書には、聴取した意見や各部会が抽出し

た地域課題と計画との関連を作成し、添付する

予定です。 

７ページ、８ページは、専門部会のまとめ、

９ページ以後は協議会および準ずる機関であ

るケアマネジメント評価会議の開催状況の報

告、１７ページ以後が専門部会の活動報告書と

いう構成になります。 

本日の協議会の内容を加えて完成させてい

きますので、この後の活発な協議をお願いしま

す。 

 

〇小澤会長 

 ありがとうございました。 

報告書という形できっちりまとめているの

は他の自治体と比べて私の知る限り足立区が

一番よくやっていると思います。こういう冊子

でまとめることは大変大事な取り組みです。 

若干の時間ですが、ただいまの６つの部会報

告と、まとめ方に関する事務局からの報告に関

してご質問やご意見、部会報告の追加等ありま

したらお願いします。 

この後も議題が続きますので、その時にまた

出していただいても結構です。 

次の議題にうつります。（３）障がい者計画・

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計

画について、こちらの説明と質疑等、あわせて

進めます。 

この計画は、部会報告とも関係しますので、

後程質疑等出していただいてよろしいかと思

います。 

 

（３）障がい者計画・第７期障がい福祉計画・ 
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第３期障がい児福祉計画について 

〇二見事務局員 

印刷が直前となってしまい、事前にお送りす

ることができず申し訳ありません。足立区障が

い者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障が

い児福祉計画案と書いてあるものが現在の到

達点です。前回、第２回自立支援協議会本会議

で素案という形でお示ししました。その後、自

立支援協議会でいただいたご意見や、パブリッ

クコメント、障がい者団体等からのヒアリング

なども行った結果、中身を修正し、ボリューム

も少し増えた形です。どの辺りが変わったかを

簡単にご説明します。 

１３ページをご覧ください。基本方針と成果

目標について、障がい福祉計画、障がい児福祉

計画を策定するにあたって、国から各自治体が

取り組む成果指標が示されており、足立区とし

てどのようにこれから取り組んでいくのか、ど

んな目標値を持つのかを整理したものです。前

回お話ししましたが、引き続きとなっている成

果目標がたくさんあるので、前期に立てた目標

をどの程度達成できたのか、また、次にどのよ

うにするかを、前回の素案では文字で書いてあ

ったものを、真ん中に見やすく示しています。 

例えば、【国が示す成果目標１－①】施設入

所者の地域生活移行促進では、前回の計画策定

時点では令和元年度末の状況に対してはどれ

だけ減らせるかについて、足立区は「３８人、

６.１％を減らす」という目標を立てましたが、

実際は「１４人、２.２％」という状況でした。

国は「６％以上を令和８年度末までに地域移行

させる」という目標を掲げていますが、足立区

の現状は令和４年度末時点で６０５人の施設

入所者がおり「１８人、３.０％」と国の目標

には届かずとも「１８人地域移行させたい」と

いう目標値を立てているという形です。過去の

計画の状況と対比するというような記載に変

更しています。 

２３ページをご覧ください。成果目標と区が

考えている障がい福祉施策の課題について、施

策体系図ごとに、様々な活動指標が位置づけら

れています。この活動指標自体も指標名が変わ

っており、前期の計画と比較して新規で立ち上

げた活動指標はどれなのか、大きく変更したも

の、さらに活動指標が前期はあったが今期は活

動指標として取り上げなかったものについて、

素案では対比する部分がありませんでした。そ

のため、２４ページの表の上に、事業の見直し

や終了で活動指標が削除、変更となったものに

ついて明記しました。それぞれの活動指標につ

いても、３１ページ以降に、前期の計画の３年

間の推移がどうだったのか、そして、次の第７

期、第３期計画で具体的にどのような数値目標

を持って取り組んでいくのかをそれぞれ活動

指標ごとに取りまとめています。こちらも若干

見直し、前期の取り組み内容は、令和３年度か

ら５年度までの部分を明示した上で、今までは

その下に「取り組み方針」となっていましたが、

ここに「今期の目標値と区民ニーズへの充足状

況」を追記しています。 

例えば、手話講習会は令和６年度１６４人、

７年度１６６人、８年度で１６８人、１１年度

には１７４人まで持ち上げていきたいという

計画を立てています。この修了者数が果たして

区民ニーズに対してどの程度充足をしている

のか、どういう考え方に基づいてこの目標値を

たてたのかというところを、なるべく具体的に

活動指標ごとに記載しています。 

また、３２ページに今後新たに取り組みたい

事業として、「失語症者向け意思疎通支援事業

の実施等を検討」と書いていますが、そもそも

失語症者向け意思疎通支援事業とは何かを下

に注釈で入れ込む等、それぞれの活動指標をブ

ラッシュアップしました。 

まだ案と書いてある通り、これから本日の自

立支援協議会、３月の区議会の厚生委員会等、
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地域福祉推進協議会にお示ししながら、必要が

あれば修正等をして、今年度中に完成させたい

と考えています。巻末に資料編として、どこの

自治体も障がい者数の推移や、計画の策定のプ

ロセスをまとめますが、そちらは現在鋭意作成

中です。 

また、これまでは計画の数値の部分だけを抜

き取り、３年、６年の間に区がどういう取り組

みをしようとしているのかを簡単にみていた

だける概要版を作成していました。今回は、概

要版という形ではなく、「わかりやすい版」を、

様々な障がいがある方たちに対して、区はどう

いう計画に基づいて障がい者施策を展開させ

ようとしているのかを、しっかりと理解してい

ただけるよう、並行して作成をしているところ

です。本日お示しできませんが、来年度早々の

協議会でわかりやすい版の報告をしますので、

よろしくお願いします。 

続きまして、資料２－②、資料２－③をご覧

ください。まず、資料２－②は、昨年の１２月

１５日から年明け１月１５日までパブリック

コメントを実施し、その結果と合わせて団体か

らヒアリングで意見交換した内容を整理した

ものです。 

パブリックコメントは４８人の方からご意

見いただきました。提出方法は、窓口に持参さ

れた方が１人、区のホームページの意見受付フ

ォームからが４７人で、以下、それぞれの意見

の内容とその意見に対する区の考え方を整理

し、すでに区のホームページに「パブリックコ

メントでいただいたご意見に対する区の考え

方」という形で公開しています。 

４８人の方から５２件の意見をいただきま

したが、同じ趣旨の意見を集約すると５２件が

７件となっています。４番について、４５人の

方からご意見をいただきました。 

簡単に内容ご紹介します。１つ目が「共同生

活援助利用者数・区内定数」の取り組みについ

て、重度者に対応できるグループホームの整備

を進めてほしいという意見です。これは６５ペ

ージに書き込まれてありますので、特に素案か

らの変更はしていません。 

２つ目は「バリアフリーに対応した整備を行

った歩道の延長」について、点字ブロックの設

置や段差解消等、具体的に書いてほしいという

ご意見をいただきました。そのご意見に沿って

具体的に記載を変更しています。 

３つ目は「ホームドアが設置されている区内

駅の割合」について、五反野駅にホームドア設

置とあるが、まだ工事が完了していないので

は、というご意見をいただきました。令和６年

３月の計画発行時には完成している予定なの

で「設置された」と書いています。 

４つ目が「安全な駅の整備」について、ホー

ムドアが設置されている区内駅の割合は書い

てあるが、東武スカイツリーラインの堀切駅は

バリアフリーになっておらず、危ないのではな

いかというご意見を多くいただきました。これ

につきましては、堀切駅のバリアフリー工事に

ついて東武鉄道と協議をしながらも、ここまで

できずにいましたが、改めて東武鉄道にご意見

を伝えていくということになりました。一旦変

更なしとしましたが、１０５ページに堀切駅の

バリアフリー化について、関係所管と協議しな

がら進めるということを、今後の取り組み方針

のところに追記しています。 

以下、５、６、７はバリアフリーやユニバー

サルデザインに関することで、これは障がい者

計画の中で明文化ができないものですので、関

係する所管に依頼をするというような形の回

答になっています。 

団体ヒアリングにつきましては、１団体３法

人から実施しまして、意見交換した内容なども

次のページのところにまとめてあります。こち

らはパブリックコメントとは少し異なり、意見

交換をしながらというところでしたので、反映
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できる部分は計画案に反映しています。 

次に資料２－③をご覧ください。こちらは前

回の自立支援協議会でいただいたご意見を整

理したものです。パブリックコメントの内容や

団体からのヒアリングと同様の意見もありま

した。意見内容の２番目と３番目、「障害児の

地域社会への参加・包容の推進体制の構築」、

「医療的ケア」に対する対応につきましては、

いただいたご意見を踏まえながら、今後展開を

進めていきます。意見内容の４番目、自立生活

援助の目標値が少ないのではないかという点、

５番目のインターンシップの目標値を上げて

ほしい点につきましては、いただいたご意見を

踏まえ、目標値を見直し、上方修正しました。 

６番目の「早期発見・相談・療育のしくみづ

くり」については、関係所管と取り組みながら

展開をしていくということで、計画の本文の方

の変更はありません。７番目の「安全な駅の整

備」は、先ほどのパブリックコメントと同様で

す。８番目と９番目のＩＣＴ化の推進について

は、どのように障がいの計画に反映させるか議

論しましたが、障がい分野で突出してＩＣＴの

部分で目標を立てて取り組んでいくことが具

体的に難しく、今後、区のホームページ、各事

業者のホームページによる情報提供等、国が進

めているＩＣＴ化の推進の動向もしっかり見

ながら進めていく展開を考えています。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。前回、１２月１９

日に足立区障がい者計画に関する素案につい

て一通り説明がありました。その後、パブリッ

クコメントの時期があり、そこで出された意見

と反映できたもの、難しい課題であれば、それ

に対して区の考え方を示す資料を用意してい

ただいたということです。 

パブリックコメントやその他ヒアリングの

内容も含め、１２月の第２回本会議では、資料

２－②、２－③はなかったため、質問やご意見

等ございましたら承りたいと思います。また、

先ほどの部会報告での質問や確認事項を含め

てご意見出していただければと思います。 

 

〇小谷部会長 

 １２月に述べた意見を取り入れていただき

ありがとうございました。 

 

〇小澤会長 

 堀切駅等、具体例があがっていましたが、鉄

道会社との協議は難しい部分もあるでしょう

が、足立区もだんだんと変わっていますので、

新たな足立区としてスタートしてほしいとこ

ろです。 

パブリックコメントも終わっていますので、

先程事務局から説明があった通り、概ねこの方

向で自立支援協議会にも了解いただきまして、

最終的にはこの案は取れた形で冊子になり、製

本されるとの理解でよろしいでしょうか。 

 

〇二見事務局員 

今回は仮印刷ということで、少し構成がおか

しい部分もありますので、修正しカラーの冊子

で印刷します。 

この後の完成版の際、担当所管も見直しま

す。今回お配りしたものは、様々な事業につい

て、所管が障がい福祉課と記載されています。

先ほど冒頭に山本所長も触れられましたが、令

和６年度に障がい福祉課等、福祉部全体の組織

再編を行います。基本的な考え方が、９５ペー

ジに記載されています。区の施策体系として

は、この障がい福祉計画や介護保険事業計画

等、様々な分野別の計画の上に乗せる形で、足

立区では今、地域保健福祉計画の策定を進めて

います。その大きな柱となるのが重層的支援体

制の整備です。足立区では地域保健福祉計画を

作成中ですが、そのプロセスで記載の３つの柱
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に基づいた重層的支援体制の整備を進めます。

来年度から福祉まるごと相談課を新設し、高齢

者、障がい者、こども等の対象者の属性や年齢、

相談内容を問わないどんな相談でも受け止め

る包括的な相談支援体制を整備します。 

柱の１つ目が「庁内連携・組織横断体制の構

築」で、福祉まるごと相談課を作り、そこでし

っかりと支援をするだけではなく、重層的支援

会議で、関係機関の連携を作り、相談にあたっ

ていくということを、区職員に研修していきま

す。２つ目が「相談・寄り添い支援体制の確立」

で、様々な複合・複雑なケースの困りごとや相

談者の意向を明確化し、また、自ら相談できな

い場合については、こちらから出かけていっ

て、アウトリーチで相談支援を行います。そし

て、継続的に関わり、伴走型の寄り添い支援を

していくだけではなく、外部の専門家からの指

導やアドバイスも受けながら、この相談支援の

プロセスを検証していきます。これらをしっか

り取り組んでいくために、柱の３つ目「職員・

相談員の育成」を行います。地域共生社会が掲

げる理念や目指す方向性を理解し、高齢・障が

い・こども・生活困窮など専門分野ごとの制度

の相互理解を進めます。そして、計画的な人事

配置で福祉人材を登用しながら事例を集めて

ノウハウを蓄積、継承し、この重層的支援体制

整備を支えていきます。今まさに具体的な検討

をし、来年度からスタートすることになってい

ます。この福祉まるごと相談課ができ、障がい

福祉課も区役所と各地域の援護係は障がい援

護課という１つの課として責任を持って運営

をしていきます。合わせて障がい福祉課やあし

すとについても役割分担を見直しているとこ

ろです。 

３課の連携体制をしっかりと作りながら役

割分担をして取り組んでいくことを、これから

組織図を作りご説明したいと思っています。障

がい施策をさらに新しい体制で進めていきた

いと考えているところです。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。いろいろな意味で

新しい足立区のスタートということでござい

ます。この協議会は、今年度で一区切りですが、

新年度、皆様に様々なご協力をお願いするとい

うことも含めて、大変先駆的な体制づくりだと

思いますので、是非よろしくお願いします。 

 

〇佐藤委員 

前回の本会議やヒアリング等でいろいろ意

見をきいていただきありがとうございました。 

資料２－②の２、団体ヒアリングの実施結果

についてです。１団体３法人とありますが、１

団体はおそらく親の会のことで３法人は事業

所さんだと思います。その中で１１番に生活介

護事業の送迎バスの運行時間を延長してほし

いとの意見があり、これは事業所さんからの意

見と思います。生活介護事業所は４月から時間

に応じて報酬が変わり、事業所さんから見ても

時間を延長したいという感じなのではと思い

ます。新卒の若い方も、生活介護で時間が９時

から１７時で長くやってくださる新しい事業

所に入られる方が増えていますので、切実な問

題なのではないかと思いました。「現在の運行

形態のままでの時間延長は困難です」と簡単に

書いてありますが、今後時間延長は必要なので

はないかと思っています。 

 

〇小澤会長 

これは個別支援計画に関係してきますので

一層複雑になる可能性があります。一人ひとり

の時間を個別支援計画に記載しなくてはなら

ず、一人ひとりが何時間利用するかを計画の段

階で決めることになってきます。今のご意見

は、そういった制度改革があるので、この１１

番は十分検討してほしいということかと思い
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ますが、事務局いかがでしょうか。 

 

〇二見事務局員 

各団体と議論した時には報酬の部分が明ら

かになっていなかったので、さほど深刻だとい

う意見はありませんでした。その後、報酬改定

案が示され、こちらも確定していないところと

詳細が示されていないところがあって、具体的

にどういう形で算定がされていくのか、個別支

援計画に位置づけてある時間で報酬を算定す

るような書きぶりもあるのですが、対象者は行

動障がいのある方、医療的ケア、重症心身障が

い児の方等、どこまで限定されるのか、細かい

ところを見ていかないと、まだ何ともわからな

いところではあります。現状、区内の事業所を

運営している法人さんには、今分かっている文

字通りの範囲になった時に、どの程度報酬が減

ってしまうのか、増えるのかの試算をお願いし

ているところです。 

ですが、バスの時間は簡単に増やせる状況で

はないというところもありますので、ここの書

きぶりはとても簡単になっていますが、深刻な

問題として双方が受け止めて今相談をしてい

るところです。また、国から詳細が示されまし

たら、区としても事業所さんと相談をしながら

対応を考えていきたいと思っています。 

 

〇小澤会長 

どうもありがとうございました。通所時間に

関しましては他にもいろいろあると思います

けど、私もそう思いました。 

 

〇小谷部会長 

今の資料の７番目に「障がい者施設でのイン

ターンシップについて、人材確保の観点から積

極的に後押ししてほしい」のところで「区内の

大学も増えており、実施している法人と大学の

意見も伺いながら推進する目標を検討します」

とありますが、大学生はコロナ禍で実習を制限

され、経験がないからこそ自信がなく一般企業

に流れている現状があります。目標やきっかけ

があると、おそらくその分野に行く学生も増え

ると思いますので、推進していただきたいと思

います。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。１点だけ確認させ

てください。障がい者施設でのインターンシッ

プというのは、あくまで、介護や福祉、保育に

関する大学と理解したのですが、それとも東京

芸術大学や東京電機大学等も含まれるのです

か。 

 

〇二見事務局員 

いろいろな大学の方がいらっしゃいます。必

ずしも福祉系の大学に限らず、ご希望がある大

学からは生徒さんの受け入れをしている状況

です。 

 

〇小澤会長 

ありがとうございました。 

次の議事にうつります。深刻かつ重要な議題

になりますが、（４）足立区障がい者ケアマネ

ジメント評価会議の報告です。事務局の方、よ

ろしくお願いします。 

 

（４）足立区障がい者ケアマネジメント評価会 

議の報告について 

ア 日中サービス支援型共同生活援助事業の

報告・評価 

〇安香事務局員 

（資料３に基づき報告。資料３「令和５年度日

中サービス支援型共同生活援助（グループホー

ム）事業実施状況等報告書（抜粋）及び評価シ

ート案（自立支援協議会報告用）」を参照。） 
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 資料３のとおり、意見、評価があげられまし

たが、グループホーム開設後、評価期間内にお

ける事業の運営に対し、ケアマネジメント評価

会議からは「問題ない」という評価結果となり

ました。 

なお、指摘事項の改善要求ではありません

が、事業所に対して要望があげられ、その要望

については、７ページ「足立区障がい者ケアマ

ネジメント評価会議・足立区地域自立支援協議

会からの要望等まとめ（令和５年度評価）」に

記載しています。 

１点目は「１ 利用者の希望と特性等に応じ

た日中活動・プログラムのさらなる充実」です。

現状は、他の事業所の日中活動先に通っている

利用者が多いですが、日中活動先に通所せずグ

ループホーム内で過ごす際は、たとえば既に行

っているグループホーム近隣にある農園の畑

作業の活動内容を広げるなど、貴事業所での支

援プログラムのさらなる充実を検討していた

だきたいとのご意見がありました。 

２点目は「２ 短期入所の受け入れを通じた

障がい者の地域生活への貢献」です。事業所の

新規開設時には利用者への丁寧な支援を優先

したため短期入所の受け入れが難しかったと

うかがいました。しかし開設から１年以上経過

し、グループホームの定員まで利用者を受け入

れている現状から、短期入所についても、他の

事業所では受け入れが難しい重度の障がい者

や、体験の機会を必要とする入所施設利用者の

積極的な受け入れを是非ともお願いしたいと

のご意見がありました。 

３点目は「３ 日中サービス支援型ならでは

の機能・支援体制に適合した利用者の受け入

れ」です。区、相談支援事業所、日中活動系サ

ービス事業所、東京都地域移行促進コーディネ

ート事業の担当者、ほか地域の関係機関との連

携を進め、「日中サービス支援型共同生活援助」

の機能である相談、日常生活上の家事援助や入

浴等の介護サービスなど利用者支援の充実を

図っていただくこと、区のグループホームネッ

トワーク会議へ積極的に参加し、区内にあるグ

ループホームが重度障がい者を受け入れる体

制を構築できるよう他のグループホーム事業

者に対して相談・助言を行うなど、リーダー的

な役割を担って欲しい、と以上の３点があげら

れました。 

 

〇小澤会長 

自立支援協議会の業務として、日中サービス

支援型共同生活援助事業の評価があります。こ

の協議会は内容が非常に多岐にわたるので、足

立区障がい者ケアマネジメント評価会議に、そ

の作業を委任しているということです。 

もう１点、実は評価に関して委任しているも

のがあり、それが相談支援のモニタリング検証

です。この２つの報告の後、自立支援協議会と

しての意見をお伺いするという形にしたいと

思います。 

 

イ 足立区における相談支援のモニタリング 

結果の検証 

〇佐々木事務局員 

使用する資料は、資料４－①と４－②です。

資料４－①は、ケアマネジメント評価会議で使

用し、情報共有や意見交換を行いました。そし

て、資料４－②は、その会議の結果を受けて事

務局でまとめたものです。本日は資料４－②を

使用して説明させていただきます。 

 １月３１日に開催された第３回ケアマネジ

メント評価会議では、足立区のさらなる相談支

援体制の充実を図るための新たな取り組みの

可能性を探るため、相談支援におけるモニタリ

ング結果の検証をテーマに意見交換しました。 

モニタリング結果の検証は、利用者が地域で

安心して暮らしていけるよう、ケアマネジメン

トプロセスを検証し、これまで以上に質が高く
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かつ公正・中立性の担保された支援が提供でき

るよう、相談支援専門員の資質向上を図る取り

組みの１つです。足立区では相談支援専門員に

対する人材育成・資質向上の取り組みを実施し

ていますが、利用者の視点から見たときに十分

に役割が果たせているかどうかについて、参加

したケアマネジメント評価会議委員の皆様に

ご意見を伺いました。 

資料４－②の１「ケアマネジメント評価会議

委員から見た相談支援」にいただいたご意見を

まとめさせていただきました。現状としてはし

っかり対応できている事業所とそうでない事

業所があること、「計画を立てるだけだから」

と言われ事業所探しをしてもらえなかった事

例や緊急時に助けてもらった事例などがある

とのことで、相談支援の質にばらつきがあると

いう発言がありました。計画を立てるだけでは

なく、必要に応じて事業所探しにもしっかり取

り組んでくれ、いざというときに頼りになる事

業所が増えていくことを期待したいというご

意見でした。また、相談支援専門員の相互の学

びや育成について工夫の余地があるのではな

いかとのお話もあり、人材育成の課題を解消す

る仕組みが必要であるとのご意見もいただき

ました。足立区では、相談支援事業所ネットワ

ークの取り組みを年に６～７回実施し、顔の見

える関係づくりに重点を置きながら、相談支援

の質の向上を目指し、情報共有や学びの場とし

ての取り組みを継続していますが、参加事業所

は固定化傾向にあり、ネットワークの取り組み

が相談支援事業所全体に十分浸透しきれてい

ないのが現状です。参加の難しい事業所を取り

込む方法が課題の一つとなっています。そこ

で、足立区の相談支援事業所全体の質の向上を

目指していくうえで、モニタリング結果の検証

の手法をうまく活用できないだろうかという

ことで昨年の１１月頃より検討を始めました。  

検討にあたっては、主任相談支援専門員の協力

を得て、足立区版の仮の評価指標を定め、評価

チェックシートを作成しました。そのツールを

使用した検証や評価の実施、実施した際の意見

交換などを行い、その結果を踏まえて、ケアマ

ネジメント評価会議の中で情報共有を行い、委

員の皆様からもご意見をいただいています。 

「２ モニタリング結果の検証について」を

ご覧ください。ここには検証作業を実施した主

任相談支援専門員の感想、モニタリング結果の

検証についてのケアマネジメント評価会議委

員からのご意見、検証の対象等に関するご意見

をまとめました。報告した評価チェックシート

は今後も改善が必要なため、本日の資料には含

まれませんが、評価の指標として、６つの視点

を取り入れて作成しました。 

実際に試行の検証を行った主任相談支援専

門員の方々からは、点数化することの難しさ

や、受け取る側を意識した文書作成の難しさが

挙げられ、１件の書類審査に多くの時間が必要

であるというデメリットがありました。しか

し、指導ではなく、互いに相談支援の質の向上

を目指していく機会として捉えること、相談員

自身の気づきの支援につながるメリットは大

きいとの話がありました。評価会議委員の皆様

からは、評価は成長につながる場であるとして

肯定的な意見が多くありました。また、評価表

を１つのツールとしてうまく活用することが

重要であり、検証だけでなく育成にも役立つと

のご意見もいただきました。 

今後の進め方としては、検証はサポーティブ

なかかわりを重視し、行政の指導・点検とは別

に考えること、点数ではなく成長や気づきの支

援に焦点を当てること、完成した６つの視点に

よる評価チェックシートをＳＶ（スーパービジ

ョン）やＧＳＶ（グループスーパービジョン）、

セルフチェックのツールとして活用すること

を確認しました。また、評価シートの再構築や

検証方法の検討は継続して行うことが決まり
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ました。 

今回のケアマネジメント評価会議で意見交

換された内容を図式化したものを、ご覧いただ

いている資料の右側にまとめました。既存の事

業体を活用し、各々の役割に基づき今後も協議

し、実施や実施に向けた検討を進めていくこと

を確認しました。 

 

〇小澤会長 

 自立支援協議会の役割にサービスの質の評

価があり、非常に内容が多岐にわたりますし、

細かいのでケアマネジメント評価会議に委任

し、詳細な検討を行っていただいたということ

の報告です。これに関して、また、全体も含め

ご意見やご質問がありましたら出していただ

けたらありがたいです。 

この会議後も、お気づきの点があれば事務局

の方にご質問やご意見を寄せていただくとい

うことと、最後の４番目のところは障害者総合

支援法改正後の本格的な実施は今年の４月か

らですので、そこでも問われてくる中身です。

足立区は全国的に見ても先駆的な取り組みで

すので、他の自治体にもかなり影響を与えるだ

ろうと思います。それぐらい大事な話ですの

で、会議後に疑問等ありましたら、事務局の方

に寄せていただくとよいかと思います。 

最後に事務連絡ということで、よろしくお願

いします。 

 

３ 事務連絡 

〇袋谷事務局員 

小澤会長、ありがとうございました。最後

に、事務局より事務連絡を申し上げます。 

１点目は、本日の会議録及び活動報告書に

ついてです。会議録がまとまりましたら、委

員の皆様にお送りしますので、ご確認、加筆

修正などをお願いします。最終確認が終わり

ましたら会議録を確定し、足立区のホームペ

ージへ掲載します。活動報告書も、本日の協

議内容を加えて、会長にご確認いただき、完

成させていきます。完成した物は、関係所管

の部長に自立支援協議会名で提出し、報告し

ます。 

２点目は、来期に向けての委員改選につい

てです。委員の委嘱期間は今年度末までとな

っていますが、再任が可能となっていますの

で、来期について依頼の連絡がありました

ら、是非ご協力をお願いします。事務連絡は

以上になります。 

これを持ちまして、足立区地域自立支援協

議会第３回本会議を終了します。本日はご出

席いただき、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

以上 


